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新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について（訂正）

早春の候 皆様には益々ご清栄のことと存じます。また、平素から本校の教育活動にご

協力いただき誠にありがとうございます。

さて、令和２年２月２９日付文書により、新型コロナウイルス感染症対策について、岡

山県教育委員会から「県立学校全校において、原則として、令和２年３月２日（月）から

学年末休業の開始日までの間を、学校保健安全法第２０条に基づく臨時休業とする」こと

を連絡いたしましたが、休業期間の見直しについて再度連絡がありました。

つきましては、健康・安全を第一と考え、次のとおり訂正をさせていただきますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

記

１ 休業期間（訂正）

訂正前 令和２年３月４日（水）～３月１９日（木）

訂正後 令和２年３月２日（月）～３月２１日（土）

２ 休業期間中の登校日及び登校時間

令和２年３月１９日（木） ８：４０までに登校

３ 休業期間中の生活

①今回の休業措置は、健康・安全に関わる重大かつ緊急な措置です。外出時の新型

コロナウイルスへの感染リスクが急速に高まりつつあることから、不要不急の外

出を避け、自宅で過ごさせてください。

②ライブハウスでの集団感染が報告されていることから、カラオケボックスやライ

ブハウスなどの密閉された場所への立ち入りを行わないようご指導ください。

４ 部活動

休業期間中の部活動は禁止としています。（３月２１日まで）

５ その他

①休業期間中に風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合は、医療機

関への相談とともに学校への連絡をお願いします。

学校（０８６ー２８４－２２４１） 学校携帯（０９０ー７１３７－２２４１）

②新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、今後の状

況によっては対応を見直す場合があります。その場合には、「楽メ」や「ホーム

ページ」等をとおして情報提供を行います。

③休業期間終了後の予定につきましては、３月１９日（木）の登校日にお知らせし

ます。


